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 令和 7年４月７日農業委員会総会議事録 

１ 会議の名称 令和 7 年４月農業委員会総会 

２ 開始日時 令和 7 年４月７日（水）16時 00分～17 時 10分 

３ 開催場所 砥部町役場 2階 大会議室 

４ 出席委員 

大野和博（会長）、山田義秀（会長職務代理） 

正岡英司、佐野淳子、松村 要、渡部智磨子、坂本勝美、 

竹内 勝、福田康彦、久保 徹、門田幸一、笹山準一、 

松尾利勝、三木恭子、日ノ岡光政、越智 守 

５ 欠席委員 河瀬利文、相原雄一 

６ 職務のため会議に出 

席した職員の職氏名 

池田 晃一（事務局長） 

田邊 敏之（事務局農地係長） 

宮田 真優（事務局主事） 

７ 所管課 
農業委員会事務局 

電話 089-962-5667 
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 令和 7年４月７日砥部町農業委員会総会議事日程 

 

・開会 

 

  

・開議 

 

  

日程第 1 

 

議事録署名委員の指名  

日程第 2 

 

議案第 14号 農地法第 18 条第 6 項の規定に基づく届出について 1件 

 

日程第 3 

 

議案第 15号 

 

農地法第 6 条第 1 項の規定による事業の状況等につい

て 

1件 

 

日程第 4 

 

議案第 16号 

 

農地法第 5 条第１項第 6 号の規定に基づく届出につい

て 

2件 

 

日程第 5 

 

議案第 17号 

 

農地法第 3条の規定に基づく許可申請について 1件 

 

日程第 6 

 

議案第 18号 

 

農地法第 4条第 1 項の規定に基づく許可申請について 1件 

 

日程第 7 

 

議案第 19号 

 

農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定に基づく農用

地利用集積計画について 

10件 

日程第 8 

 

議案第 20号 

 

令和 7 年度最適化活動の目標の設定等について １件 

・閉会 
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令和 7 年 4 月 7日砥部町農業委員会総会 

令和 7 年４月７日（水） 16 時 00 分開会 

 

発 言 者 発 言 内 容 

事 務 局 ご起立お願いします。礼。ご着席ください。 

開会に先立ちまして、人事異動により２名の事務局の職員の異動があり

ましたので、紹介いたします。 

事 務 局 ～事務局 2名挨拶～ 

事 務 局 只今から 3月農業委員会総会を開会いたします。 

開会にあたり、大野会長がご挨拶を申し上げます。 

会   長 ～会長挨拶～ 

事 務 局 ありがとうございました。 

本日は、河瀬委員、相原委員より欠席の旨、通知がありましたので報告

いたします。 

本日の出席委員は 18 名中 16 名で、過半数に達していますので、総会が

成立していますことをご報告いたします。 

それでは、砥部町農業委員会総会会議規程第 3 条により、会長が議長を

務めることとなっていますので、以降の議事の進行を大野会長にお願いし

ます。 

議   長 それでは、4 月農業委員会総会を開会いたします。 

日程第 1 議事録署名委員の指名を行います。砥部町農業委員会総会会

議規程第 20 条第 2 項により、指名させていただくことにご異議ございませ

んか。 

異議なし 

議   長 それでは、本日の議事録署名委員は、13 番、松尾利勝委員さん、14 番 

三木恭子委員さんにお願いします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の宮田主事を指名いたします。 

議   長 日程第 2 議案第 14 号 農地法第 18 条第 6 項の規定に基づく届出につ

いて、1件を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 
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事 務 局 報告させていただきます。 

議案書の 1ページをご覧ください。こちらは、地図はありません。 

貸人は、○○さん。借人は、○○さんです。 

届出地は、○○、地目、畑、面積○○で、令和○年○月○日に合意解約さ

れた旨届出があったものです。 

以上で説明を終わります。 

議   長 事務局の説明が終わりました。農地法第 18 条第 6 項の規定により、記載

のとおり確認しておりますので、次に進みます。 

議   長 日程第 3 議案第 15 号農地法第 6 条第 1 項の規定に基づく届出につい

て、1 件を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 報告させていただきます。 

議案書の 2ページをご覧ください。 

報告者は、○○さんです。 

生産する農産物は「米、柑橘、キウイフルーツ」で、経営面積は○○で

す。売上高は、令和 6 年 1月から令和 6 年 12月までの事業年度で、○○円

です。 

以上で説明を終わります。 

議   長 事務局の説明が終わりました。何かご質問は、ありませんか。無ければ、

報告事項のため、次に移ります。 

議   長 日程第 4 議案第 16 号 農地法第 5条第 1 項第 6号の規定に基づく届出

について、2 件を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 報告させていただきます。 

議案書の 3ページ、地図は 1 ページをご覧ください。 

1件目、市街化区域内の分譲宅地○区画への転用で、所有権移転の案件で

す。 

渡人は、○○さん、受人は、○○さんです。 

申請地は、○○、地目、田、面積○○です。盛土は 80cm、周囲は土留め

擁壁を設置、汚水は南側道路内排水施設へ放流、雨水は北側水路へ放流し

ます。 

2件目、市街化区域内の分譲宅地○区画への転用で、所有権移転の案件で

す。 

渡人は○○さん、受人は○○さんです。 

申請地は、○○、地目、田、面積○です。盛土は 110cm、周囲は土留擁壁

を設置、汚水は南側町道汚内水本管へ放流、雨水は南側水路へ放流します。 

以上で説明を終わります。 
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議   長 事務局の説明が終わりました。何かご質問は、ありませんか。無ければ、

報告事項のため、次に移ります。 

議   長 日程第 5 議案第 17 号 農地法第 3 条の規定に基づく許可申請につい

て、１件を議題といたします。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 議案書の 4ページ、地図は 2 ページをご覧ください。 

渡人は、○○さん、受人は、○○さんです。 

申請地は、○○、地目、畑、面積○です。申請の経緯について、相続によ

り申請地を取得した渡人は、維持管理が困難なため○○に譲り渡すもので

す。作付予定作物は梅、季節野菜で、受人の営農家族構成は、本人と父親

です。農作業機械はトラクター等を所有しています。営農日数は 200 日従

事することを予定しており、農業経営の世帯構成的には特に支障がないも

のと思われます。 

また、本議案について、申請書等に記載された内容が、農地法第 3 条第

2項各号の不許可要件に該当するか否か検討したところ、【①効率的営農に

関する要件、②法人に関する要件、③信託に関する要件、④常時従事に関

する要件、⑤また貸しに関する要件、⑥周辺の営農に関する要件】いずれ

にも該当しておりませんでしたので、許可を行うにあたっては、支障ない

ものと思われます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします 

議   長 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の○○委員さんより、内容

説明をお願いします。 

担 当 委 員 申請地は、相続した土地となっております。今までも野菜などを作って

もらっていたようです。相続をしたため、買ってもらえるようになったよ

うです。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。 

本件については、これを承認することにご異議ありませんか。 

異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 

議   長 日程第 6 議案第 18号 農地法第 4条第 1項の規定に基づく許可申請に

ついて、１件を議題といたします。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 説明いたします。 

議案書の 5ページ、地図は 3 ページをご覧ください。 

申請者は、○○さんです。 

申請地は、○○、○筆、地目、畑、合計面積○で、転用目的は、農家住宅
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の建築です。盛土は無く、上水は砥部町上水道を利用、汚水は浄化槽にて

処理、雨水とともに南側水路に放流します。 

申請地の農地区分は○○で、宅地と農地が混在する地域でもあり、転用

もやむを得ないものと判断します。また、転用による農用地及び農作業の

効率的かつ総合的利用に及ぼす影響はないものと思われます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議   長 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の○○委員さんより、内容

説明をお願いします。 

担 当 委 員 内容は説明のとおりです。昨年に１度審議を行い、県からの要望があり

ました。○○。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。 

○ ○ 委 員 何がいかんかったんやろうか。 

事 務 局 ○○。法に基づいた処理を行っています。 

議   長 他に質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。本件に

ついては、これを承認することにご異議ありませんか。 

異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 

議   長 日程第 7 議案第 19 号 農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定に基づ

く農用地利用集積計画について、10件を議題とします。 

1件目について、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 議案書の 6ページ、地図は 4 ページをご覧ください。 

まず 1 件目、賃貸借権の設定で、継続の案件です。 

貸人は、○○さんです。借人は、○○さんです。 

農地の所在地は、○○、現況地目は畑で、面積は○㎡、栽培品目は愛媛果

試第 48 号です。利用権設定は、令和 7年 4 月公告日から令和 10 年 3月 31

日までの 3年間です。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします 

議   長 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の○○委員さんより、内容

説明をお願いします 

担 当 委 員 この案件なんですけど、以前からずっと続けてもらっている案件で、今

後も続けていきたいと本人から希望がありましたので、報告いたします。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。 
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本件については、これを承認することにご異議ありませんか。 

異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 

議   長 次に２件目について、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 2件目、使用貸借権の設定で、継続の案件です。地図はそのまま 4 ページ

をご覧ください。 

貸人は、○○さんです。借人は、○○さんです。 

農地の所在地は、○○、現況地目は畑で、面積は○㎡、栽培品目はデコポ

ンです。利用権設定は、令和 7 年 4 月公告日から令和 17 年 3 月 31 日まで

の 10年間です。以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い

します 

議   長 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の○○委員さんより、内容

説明をお願いします。 

担 当 委 員 この案件ですが、以前からずっと続けてもらっている案件で、今後も続

けていきたいと本人から希望がありましたので、報告いたします。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。 

本件については、これを承認することにご異議ありませんか。 

異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 

議   長 続いて 3件目について、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 続いて 3 件目、使用貸借権の設定で、継続の案件です。地図は 5 ページ

をご覧ください。 

貸人は、○○さんです。借人は、○○さんです。 

農地の所在地は、○○、現況地目は畑で、面積は〇㎡、栽培品目は愛媛果

試第 28 号と甘平です。利用権設定は、和 7 年 4 月公告日から令和 17 年 3

月 31日までの 10 年間です。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議   長 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の○○委員さんより、内容

説明をお願いします。 

担 当 委 員 この案件ですが、以前から続けてもらっている案件で、今後も続けてい

きたいと本人から希望がありましたので、ご承認をお願います。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。 

本件については、これを承認することにご異議ありませんか。 
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異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 

議   長 次に 4 件目について、事務局より説明をお願いします 

事 務 局 説明いたします。 

4件目、賃貸借権の設定で、新規の案件です。地図は 1ページをご覧くだ

さい。 

貸人は、○○さんです。借人は、○○さんです。 

農地の所在地は、○○、現況地目は田で、合計面積は〇㎡、栽培品目はブ

ロッコリー、里芋です。利用権設定は、令和 7年 4 月公告日から令和 17年

3月 31 日までの 10年間です。以上で説明を終わります。ご審議のほど、よ

ろしくお願いします。 

議   長 事務局の説明が終わりました。担当委員の○○委員さんより、内容説明

をお願いします。 

担 当 委 員 

（議長） 

事務局がおっしゃったとおりの内容ですが、補足させていただきますと、

この方は○○から農家になりたいとのことでした。ご理解をお願いします。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。 

本件については、これを承認することにご異議ありませんか。 

異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 

議   長 次に 5 件目について、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 説明いたします。 

5件目、賃貸借権の設定で、新規の案件です。地図はそのまま１ページを

ご覧ください。 

貸人は、○○さんです。借人は、○○さんです。 

農地の所在地は、○○、現況地目は畑で、面積は○㎡、栽培品目はナスで

す。利用権設定は、令和 7年 4月公告日から令和 17 年 3 月 31 日までの 10

年間です。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議   長 事務局の説明が終わりました。担当委員の○○委員さんより、内容説明

をお願いします。 

担 当 委 員 

（議長） 

この件につきましても、○○さんが農業に専念することを希望していま

すので、頑張っていただきたいと思います。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。 
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本件については、これを承認することにご異議ありませんか。 

異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 

議   長  次に 6件目について、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 6件目、使用貸借権の設定で、継続の案件です。地図は 6ページをご覧く

ださい。 

貸人は、○○さんです。借人は、○○さんです。 

農地の所在地は、○○、現況地目は畑で、合計面積は○㎡、栽培品目は季

節野菜です。利用権設定は、令和 7 年 4 月公告日から令和 12 年 3 月 31 日

までの 5年間です。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議   長 事務局の説明が終わりました。担当委員の○○委員さんより、内容説明

をお願いします。 

担 当 委 員 本人はサツマイモ、大根等の野菜を作っております。継続して５年間野

菜を作りたいとのことです。承認をお願いします。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。 

本件については、これを承認することにご異議ありませんか。 

異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 

議   長 次に 7 件目について、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 議案書は７ページ、地図も 7 ページをご覧ください。 

7件目、使用貸借権の設定で、継続の案件です。 

貸人は、○○さんです。借人は、○○さんです。 

農地の所在地は、○○、現況地目は樹園地で、合計面積は○㎡、栽培品目

は柑橘です。利用権設定は、令和 7 年 4 月公告日から令和 27 年 3 月 31 日

までの 20年間です。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議   長 事務局の説明が終わりました。担当委員の○○委員さんより、内容説明

をお願いします。 

担 当 委 員  今の事務局の説明のとおりです。審議をお願いします。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。 

本件については、これを承認することにご異議ありませんか。 
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異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 

議   長 次に 8 件目について、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 8件目、賃貸借権の設定で、継続の案件です。地図 7 ページをご覧くださ

い。 

貸人は、○○さんです。借人は、○○さんです。 

農地の所在地は、○○、現況地目は畑で、面積は○㎡、栽培品目は柑橘で

す。利用権設定は、令和 7年 4月公告日から令和 27 年 3 月 31 日までの 20

年間です。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議   長 事務局の説明が終わりました。担当委員の○○委員さんより、内容説明

をお願いします。 

担 当 委 員 この件につきましても、説明のとおりです。審議をお願いします。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。 

本件については、これを承認することにご異議ありませんか。 

異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 

議   長 次に 9 件目について、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 9件目、使用貸借権の設定で、継続の案件です。地図も 7ページをご覧く

ださい。 

貸人は、○○さんです。借人は、○○さんです。 

農地の所在地は、○○、現況地目は田で、合計面積は○㎡、栽培品目はス

イカです。利用権設定は、令和 7 年 4 月公告日から令和 27 年 3 月 31 日ま

での 20 年間です。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議   長 事務局の説明が終わりました。担当委員の○○委員さんより、内容説明

をお願いします。 

担 当 委 員 この兼も、事務局の説明のとおりで、○○さんはゆくゆくは、後継者に

譲りたいとのことでした。それを踏まえ、ご審議をお願いします。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。 

本件については、これを承認することにご異議ありませんか。 

異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 
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議   長 10件目ついて事務局より説明をお願いします 

事 務 局 10件目、使用貸借権の設定で、新規の案件です。地図は 8ページをご覧

ください。 

貸人は、○○さんです。借人は、○○さんです。 

農地の所在地は、○○、現況地目は田で、合計面積は○㎡、栽培品目は水

稲です。利用権設定は、令和 7 年 4 月公告日から令和 12 年 3 月 31 日まで

の 5年間です。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

事 務 局 事務局の説明が終わりました。担当委員の○○委員さんより、内容説明

をお願いします。 

担 当 委 員  先日、○○さん立会いのもと確認したのですが、田を作るにしても限界

の状態だそうです。民家も近く、荒らしたくないという意思のもと、○○

さんが耕作したいとのことで成立しました。 

議   長 事務局及び担当委員の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑を終わります。採決を行います。 

本件については、これを承認することにご異議ありませんか。 

異議なし 

ご異議ありませんので、これを承認することに決しました。 

議   長 日程第 7 議案第 19 号 令和 7 年度最適化活動の目標の設定等につい

て、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 議案第 20号令和 7 年度最適化活動の目標の設定等について、農業委員会

の意見を求めます。 

議案書は 8 頁になりますが、配布の資料をご覧ください。この案件は、

令和 7 年度最適化活動の目標の設定等（案）を作成しましたので、委員の

皆さんにお諮りします。今後、愛媛県農業会議へ提出し確認を受けたのち、

全国農業会議所や町のホームページで公開します。内容については、現在

の農業委員会の状況を考慮しながら、令和 7 年度の目標案を作成しました。

それでは順に説明します。 

1ページ目、Ⅰ農令和 7年 4 月 1日現在の業委員会の状況です。 

続いて、農家・農地等の概要についてですが、総農家数、農業経営体数、

基幹的農業従事者数、女性、40 歳代以下は、農林業センサス 2020 年版の数

値です。令和８年度からは 2025年版データを参照しています。認定農業者

数は、農林課の調査、担い手の農地利用集積状況調査の数値です。耕地面

積は、耕地及び作付面積統計の数値です。 

2ページをご覧ください。最適化活動の目標です。 

成果目標、農地の集積について、現状と課題はご覧のとおりです。管内

の農地面積は、令和 7年 4月現在で 751haです。これまでの集積面積 282.4ha
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は、農林課の調査、担い手の農地利用集積状況調査の数値で、集積率は

37.6％です。目標について、実現は難しいと思いますが、集積率は、町の基

本構想で目標設定している令和 14 年度に 53％を達成できる内容にしてい

ます。新規集積面積は 53％を達成するためには、今後毎年 14.5ha の集積

を目標とする必要があり、令和 7 年度末集積面積を 296.9ha としておりま

す。 

遊休農地の解消について、現状と課題はご覧のとおりとしました。 

令和 6 年度利用状況調査結果より、1 号遊休農地は 55.3ha、うち、緑区

分 48.6ha、黄区分 6.7haです。緑区分とは、利用状況調査でいう白三角、 

黄区分とは利用状況調査でいう黒三角として報告いただいたものになりま

す。 

目標はご覧のとおりとしました。緑区分の遊休農地の解消目標面積を

4.4ha としておりますが、これは、すぐ下に記載があるとおり、令和３年度

調査の緑区分の遊休農地面積 22.2ha の 5 分の 1 の面積を記入することと

なっており、８年度目標作成までの向こう５年間、固定の数値です。黄区

分の解消については、農用地と農用地以外で異なる方針としております。 

新規発生した緑区分の遊休農地の解消目標面積は 9.5ha としました。こ

れは、令和 6年度利用状況調査の結果、新規に発生した遊休農地面積 95,304

㎡を入れることとなっております。 

3頁をご覧ください。新規参入の促進について、現状と課題はご覧のとお

りとしました。現状の欄は過去 3 年の参入者実績になります。令和６年度

は、○○さん、○○さんの新規参入がありました。 

目標について、指定の 3 か年である令和 4 年度～令和 6 年度の権利移動

面積の平均が 12.5ha となり、その面積の 1 割以上を目標とする必要がある

ことから 1.2haとしました。 

最適化活動の活動目標、推進委員等が最適化活動を行う日数目標につい

て、中立委員さんを除く全ての農業委員さん及び推進委員さんについて、

活動日数目標を一月あたり 6 日でお願いしたいと考えております。もちろ

ん、今後の状況をみて、毎年度、日数の増減については検討してまいりま

す。引き続き、活動記録帳の記録について、ご協力をお願いします。 

活動強化月間の設定目標について、設定回数を 3回としました。10月か

ら 12月にかけて、各種活動強化月間としました。新規参入相談会への参加

目標について、参加回数を 1 回としました。11月あたりで新規参入や就農

など農業に関する相談会を設けられればと考えております。実施の際には、

どなたか委員さんにも一緒にご参加いただきたいと思っておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わりますが、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議   長 事務局の説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。質疑

はありませんか。 
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〇 〇 委 員 認定農家の数が少ないようですが、減っていてもかまんのでしょうか。 

事 務 局 良くはありませんが、高齢化及び農家の数が減っているので減っている

のが現状です。良くはありません。 

〇 〇 委 員 年に２回農家を回って荒れていないか確認していますが、人数を減らす

ことについてはどうでしょうか。 

事 務 局 農業委員の定員に関する見直しで、人数を減らすことに関してですが、耕

作面積が減っているのでそれを加味していきます。地区によって面積に差

があるとの話でしたが、また事務局から再提案いたします。 

農業委員の定数を見直すにあたり、推進委員の人数も見直すことになって

います。地目上、農地自体減っており、推進委員は現在 17人いますが、最

低１名以上減らす予定です。農業委員会の事務局としては、農業委員の定

数も見直す予定としています。実際の耕作面積は、地目上の耕作面積の半

分又は半分以下です。ベースは地目上の面積なので地目上をもとに振り分

ける予定としております。 

〇 〇 委 員 面積で振り分けることについては、よく分かります。現地を調査します

と、小さい面積のところもあるのですが、筆数の調査はしていないのでし

ょうか、筆数も加味してはどうでしょうか。 

事 務 局 新たな指標として、筆数も加味します。５月で決めようと思いますので、

次回、筆数もお示しします。筆数で大きな格差がありましたら、筆数も加

味しようと思います。 

〇 〇 委 員 パートは雇用できないのでしょうか。 

事 務 局 農業委員、推進委員に権限がありますので、その場合は、事務局が手伝

うようになります。 

17時 10分 閉会 
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